

福岡県浄化槽協議会傍聴要領

１　傍聴者の遵守事項
　傍聴者は、次の事項を遵守してください。
　（１）会議会場入室後は、静粛に傍聴することとし、拍手その他の方法により妨害しないこと
　（２）委員長の許可なく、会議の状況を写真撮影、録画又は録音しないこと
　（３）会議において、飲食、喫煙等をしないこと
　（４）会議において、携帯電話は電源を切るかマナーモードに設定し、かつ、使用しないこと
　（５）のぼり、旗、プラカード、鉢巻き、たすき、ゼッケン、その他示威のために利用すると認められるものの携帯又は着用をしないこと
　（６）その他会議の支障となる行為をしないこと
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２　会場の秩序維持
　（１）傍聴者は、会議を傍聴するにあたっては、委員長及び係員の指示に従ってください。
　（２）傍聴者の方が、上記１の規定に違反したときは、退場していただくことがあります。
